
 

の
規
定

開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
こ
と
を
次
の
と
お
り
公
告

 

 
開
発
区
域
を
表
示
し
た
図
書

奈
良
県
高
田
土
木
事
務
所
に
お
い
て
閲
覧

 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

奈
良
県
知
事 

山 

下 
 

真 

一 

許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
六
日
奈
良
県
指
令
建
第
一
一
四

一
三
四
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証 

令
和
七
年
六
月
三
日
高
土
第
一
〇
七
三
号 

三 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域 

 
 

五
條
市
上
之
町
九
八
九
番
の
一
部

九
九
二
番
一

九
九
二
番
二

九
九
三
番
一
の
一
部
及
び
一 

四
七
六
番
一
の
一
部
並
び
に
中
之
町
一
〇
四
五
番
一
五
の
一
部 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

五
條
市
中
之
町
一
一
一
九
番
地 

株
式
会
社
パ
ス
テ
ル 

代
表
取
締
役 

岡
本
喜
美
代 

  

一 

許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
五
月
八
日
奈
良
県
指
令
建
第
一
一
二

二
〇
七
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証 

令
和
七
年
六
月
五
日
高
土
第
一
〇
七
四
号 

三 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域 

 
 

大
和
高
田
市
大
字
西
坊
城
二
五
〇
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

橿
原
市
川
西
町
九
三
八
番
地
の
一
二
六 

 
 

志
野
浩
章 

  

一 

許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
十
月
三
十
日
奈
良
県
指
令
建
第
一
一
四

七
六
号 



二 
検
査
済
証
番
号 

 
 

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証 

令
和
七
年
六
月
三
日
高
土
第
一
〇
七
五
号 

三 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域 

 
 

大
和
高
田
市
材
木
町
九
八
七
番
一

九
八
八
番

九
八
九
番
一
及
び
九
九
〇
番 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

大
和
高
田
市
神
楽
一
丁
目
三

三
八 

株
式
会
社

 
代
表
取
締
役 

仲
本
ま
ゆ
み 

  

一 

許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日
奈
良
県
指
令
建
第
一
一
四

一
三
〇
号 

 
 

令
和
七
年
五
月
十
四
日
奈
良
県
指
令
建
第
一
一
四

一
三
〇

一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証 

令
和
七
年
六
月
十
日
高
土
第
一
〇
七
六
号 

三 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域 

 
 

北
葛
城
郡
広
陵
町
大
字
古
寺
四
三
四
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

香
芝
市
下
田
西
三
丁
目
一

三
三 

竹
澤
秀
朗 
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